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新

旧

対

照

条

文

◎

社
会
保
障
に
関
す
る
日
本
国
と
ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
と
の
間
の
協
定
の
実
施
に
伴
う
厚
生
年
金
保
険
法
等
の
特
例
等
に
関
す
る
法
律

（
平
成
十
年
法
律
第
七
十
七
号
）

抄

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

（
附
則
第
三
十
八
条
関
係
）

改

正

案

現

行

（
情
報
の
提
供
等
）

（
情
報
の
提
供
等
）

第
七
十
五
条

第
七
十
五
条

１
～
３

（
略
）

１
～
３

（
略
）

４

日
本
側
保
有
機
関
は
、
ド
イ
ツ
側
保
有
機
関
か
ら
提
供
を
受
け
た
情
報
で
あ
っ
て

４

日
本
側
保
有
機
関
は
、
ド
イ
ツ
側
保
有
機
関
か
ら
提
供
を
受
け
た
情
報
で
あ
っ
て

個
人
に
関
す
る
も
の
に
つ
い
て
、
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
五
年

個
人
に
関
す
る
も
の
に
つ
い
て
、
行
政
機
関
の
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す

法
律
第
五
十
七
号
）
、
行
政
機
関
の
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
（

る
法
律
（
平
成
十
五
年
法
律
第
五
十
八
号
）
又
は
独
立
行
政
法
人
等
の
保
有
す
る
個

平
成
十
五
年
法
律
第
五
十
八
号
）
又
は
独
立
行
政
法
人
等
の
保
有
す
る
個
人
情
報
の

人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
五
年
法
律
第
五
十
九
号
）
の
規
定
に
よ
る

保
護
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
五
年
法
律
第
五
十
九
号
）
の
規
定
に
よ
る
ほ
か
、
こ

ほ
か
、
こ
れ
ら
の
法
律
に
お
け
る
個
人
に
関
す
る
情
報
の
保
護
の
措
置
に
準
じ
て
、

れ
ら
の
法
律
に
お
け
る
個
人
に
関
す
る
情
報
の
保
護
の
措
置
に
準
じ
て
、
個
人
に
関

個
人
に
関
す
る
情
報
の
安
全
の
確
保
そ
の
他
の
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら

す
る
情
報
の
安
全
の
確
保
そ
の
他
の
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

な
い
。

附

則

附

則

（
昭
和
六
十
一
年
四
月
一
日
前
の
死
亡
等
に
係
る
遺
族
基
礎
年
金
の
支
給
）

（
昭
和
六
十
一
年
四
月
一
日
前
の
死
亡
等
に
係
る
遺
族
基
礎
年
金
の
支
給
）

第
六
条

ド
イ
ツ
保
険
料
納
付
期
間
及
び
国
民
年
金
の
被
保
険
者
期
間
若
し
く
は
被
用

第
六
条

ド
イ
ツ
保
険
料
納
付
期
間
及
び
国
民
年
金
の
被
保
険
者
期
間
若
し
く
は
被
用

者
年
金
被
保
険
者
等
で
あ
っ
た
期
間
を
有
す
る
者
が
昭
和
六
十
一
年
四
月
一
日
前
に

者
年
金
被
保
険
者
等
で
あ
っ
た
期
間
を
有
す
る
者
が
昭
和
六
十
一
年
四
月
一
日
前
に

死
亡
し
た
場
合
又
は
大
正
十
五
年
四
月
一
日
以
前
に
生
ま
れ
た
者
で
あ
っ
て
政
令
で

死
亡
し
た
場
合
又
は
大
正
十
五
年
四
月
一
日
前
に
生
ま
れ
た
者
で
あ
っ
て
政
令
で
定
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定
め
る
も
の
が
施
行
日
前
に
死
亡
し
た
場
合
に
お
け
る
こ
の
法
律
及
び
他
の
法
令
に

め
る
も
の
が
施
行
日
前
に
死
亡
し
た
場
合
に
お
け
る
こ
の
法
律
及
び
他
の
法
令
に
よ

よ
る
遺
族
基
礎
年
金
の
支
給
要
件
又
は
額
に
関
す
る
規
定
の
適
用
に
関
し
必
要
な
事

る
遺
族
基
礎
年
金
の
支
給
要
件
又
は
額
に
関
す
る
規
定
の
適
用
に
関
し
必
要
な
事
項

項
は
、
政
令
で
定
め
る
。

は
、
政
令
で
定
め
る
。
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◎

社
会
保
障
に
関
す
る
日
本
国
と
グ
レ
ー
ト
・
ブ
リ
テ
ン
及
び
北
部
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
連
合
王
国
と
の
間
の
協
定
の
実
施
に
伴
う
厚
生
年
金
保
険
法
等
の
特
例
等
に
関

す
る
法
律

（
平
成
十
二
年
法
律
第
八
十
三
号
）

抄

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

（
附
則
第
三
十
九
条
関
係
）

改

正

案

現

行

（
情
報
の
提
供
等
）

（
情
報
の
提
供
等
）

第
十
七
条

第
十
七
条

１

（
略
）

１

（
略
）

２

日
本
側
保
有
機
関
は
、
連
合
王
国
の
権
限
の
あ
る
当
局
か
ら
提
供
を
受
け
た
情
報

２

日
本
側
保
有
機
関
は
、
連
合
王
国
の
権
限
の
あ
る
当
局
か
ら
提
供
を
受
け
た
情
報

で
あ
っ
て
個
人
に
関
す
る
も
の
に
つ
い
て
、
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
（
平

で
あ
っ
て
個
人
に
関
す
る
も
の
に
つ
い
て
、
行
政
機
関
の
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保

成
十
五
年
法
律
第
五
十
七
号
）
、
行
政
機
関
の
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す

護
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
五
年
法
律
第
五
十
八
号
）
又
は
独
立
行
政
法
人
等
の
保

る
法
律
（
平
成
十
五
年
法
律
第
五
十
八
号
）
又
は
独
立
行
政
法
人
等
の
保
有
す
る
個

有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
五
年
法
律
第
五
十
九
号
）
の
規

人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
五
年
法
律
第
五
十
九
号
）
の
規
定
に
よ
る

定
に
よ
る
ほ
か
、
こ
れ
ら
の
法
律
に
お
け
る
個
人
に
関
す
る
情
報
の
保
護
の
措
置
に

ほ
か
、
こ
れ
ら
の
法
律
に
お
け
る
個
人
に
関
す
る
情
報
の
保
護
の
措
置
に
準
じ
て
、

準
じ
て
、
個
人
に
関
す
る
情
報
の
安
全
の
確
保
そ
の
他
の
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け

個
人
に
関
す
る
情
報
の
安
全
の
確
保
そ
の
他
の
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら

れ
ば
な
ら
な
い
。

な
い
。
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◎

社
会
保
障
に
関
す
る
日
本
国
と
ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
と
の
間
の
協
定
の
実
施
に
伴
う
厚
生
年
金
保
険
法
等
の
特
例
等
に
関
す
る
法
律

（
平
成
十
年
法
律
第
七
十
七
号
）

抄

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

（
附
則
第
四
十
条
関
係
）

改

正

案

現
行
の
改
め
規
定
（
平
成
十
六
年
改
正
法
（
平
成
十
六
年

現

行

法
律
第
百
四
号
）
第
四
十
四
条
）
に
よ
る
改
正
後
の
条
文

（
障
害
厚
生
年
金
等
の
額
の
計
算
の
特
例
）

（
障
害
厚
生
年
金
等
の
額
の
計
算
の
特
例
）

（
障
害
厚
生
年
金
等
の
額
の
計
算
の
特
例
）

第
二
十
条

第
十
六
条
第
一
項
若
し
く
は
第
十
七
条
第
一

第
二
十
条

第
十
六
条
第
一
項
若
し
く
は
第
十
七
条
第
一

第
二
十
条

第
十
六
条
第
一
項
若
し
く
は
第
十
七
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
支
給
す
る
障
害
厚
生
年
金
（
以
下
こ

項
の
規
定
に
よ
り
支
給
す
る
障
害
厚
生
年
金
（
以
下
こ

項
の
規
定
に
よ
り
支
給
す
る
障
害
厚
生
年
金
（
以
下
こ

の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
「
特
例
に
よ
る
障
害
厚
生
年

の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
「
特
例
に
よ
る
障
害
厚
生
年

の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
「
特
例
に
よ
る
障
害
厚
生
年

金
」
と
い
う
。
）
の
厚
生
年
金
保
険
法
第
五
十
条
第
一

金
」
と
い
う
。
）
の
厚
生
年
金
保
険
法
第
五
十
条
第
一

金
」
と
い
う
。
）
の
厚
生
年
金
保
険
法
第
五
十
条
第
一

項
若
し
く
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
額
又
は
第
十
六
条

項
若
し
く
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
額
又
は
第
十
六
条

項
若
し
く
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
額
又
は
第
十
六
条

第
二
項
若
し
く
は
第
十
八
条
の
規
定
に
よ
り
支
給
す
る

第
二
項
若
し
く
は
第
十
八
条
の
規
定
に
よ
り
支
給
す
る

第
二
項
若
し
く
は
第
十
八
条
の
規
定
に
よ
り
支
給
す
る

遺
族
厚
生
年
金
（
特
例
に
よ
る
障
害
厚
生
年
金
の
受
給

遺
族
厚
生
年
金
（
特
例
に
よ
る
障
害
厚
生
年
金
の
受
給

遺
族
厚
生
年
金
（
特
例
に
よ
る
障
害
厚
生
年
金
の
受
給

権
者
が
死
亡
し
た
こ
と
に
よ
り
支
給
す
る
遺
族
厚
生
年

権
者
が
死
亡
し
た
こ
と
に
よ
り
支
給
す
る
遺
族
厚
生
年

権
者
が
死
亡
し
た
こ
と
に
よ
り
支
給
す
る
遺
族
厚
生
年

金
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
「
特
例

金
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
「
特
例

金
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
「
特
例

に
よ
る
遺
族
厚
生
年
金
」
と
い
う
。
）
の
同
法
第
六
十

に
よ
る
遺
族
厚
生
年
金
」
と
い
う
。
）
の
同
法
第
六
十

に
よ
る
遺
族
厚
生
年
金
」
と
い
う
。
）
の
同
法
第
六
十

条
第
一
項
第
一
号
若
し
く
は
第
二
号
イ
若
し
く
は
第
四

条
第
一
項
若
し
く
は
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
額
は
、
こ

条
の
規
定
に
よ
る
額
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
か
か
わ
ら

項
の
規
定
に
よ
る
額
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
か
か
わ
ら

れ
ら
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
法
第
五
十
条
第
一
項

ず
、
同
法
第
五
十
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
規
定

ず
、
同
法
第
五
十
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
規
定

若
し
く
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
額
又
は
同
法
第
六
十

に
よ
る
額
又
は
同
法
第
六
十
条
の
規
定
に
よ
る
額
を
三

に
よ
る
額
又
は
同
法
第
六
十
条
第
一
項
第
一
号
若
し
く

条
第
一
項
若
し
く
は
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
額
を
三
百

百
で
除
し
て
得
た
額
に
、
第
一
号
に
掲
げ
る
月
数
と
第

は
第
二
号
イ
若
し
く
は
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
額
を
三

で
除
し
て
得
た
額
に
、
第
一
号
に
掲
げ
る
月
数
と
第
二

二
号
に
掲
げ
る
月
数
と
を
合
算
し
た
月
数
を
乗
じ
て
得

百
で
除
し
て
得
た
額
に
、
第
一
号
に
掲
げ
る
月
数
と
第

号
に
掲
げ
る
月
数
と
を
合
算
し
た
月
数
を
乗
じ
て
得
た

た
額
と
す
る
。
た
だ
し
、
第
一
号
に
掲
げ
る
月
数
が
三
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二
号
に
掲
げ
る
月
数
と
を
合
算
し
た
月
数
を
乗
じ
て
得

額
と
す
る
。
た
だ
し
、
第
一
号
に
掲
げ
る
月
数
が
三
百

百
以
上
で
あ
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

た
額
と
す
る
。
た
だ
し
、
第
一
号
に
掲
げ
る
月
数
が
三

以
上
で
あ
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一
・
二

（
略
）

百
以
上
で
あ
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一
・
二

（
略
）

２
～
４

（
略
）

一
・
二

（
略
）

２
～
４

（
略
）

２
～
４

（
略
）
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◎

社
会
保
障
に
関
す
る
日
本
国
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
の
間
の
協
定
の
実
施
に
伴
う
厚
生
年
金
保
険
法
等
の
特
例
等
に
関
す
る
法
律

（
平
成
十
六
年
法
律
第
百
二
十
六
号
）

抄

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

（
附
則
第
四
十
条
関
係
）

改

正

案

現
行
の
改
め
規
定
（
平
成
十
六
年
改
正
法
（
平
成
十
六
年

現

行

法
律
第
百
四
号
）
第
四
十
四
条
の
三
）
に
よ
る
改
正
後
の

条
文

（
遺
族
厚
生
年
金
の
額
の
計
算
の
特
例
）

（
遺
族
厚
生
年
金
の
額
の
計
算
の
特
例
）

（
遺
族
厚
生
年
金
の
額
の
計
算
の
特
例
）

第
二
十
五
条

第
二
十
条
第
二
項
又
は
第
二
十
二
条
の
規

第
二
十
五
条

第
二
十
条
第
二
項
又
は
第
二
十
二
条
の
規

第
二
十
五
条

第
二
十
条
第
二
項
又
は
第
二
十
二
条
の
規

定
に
よ
り
支
給
す
る
遺
族
厚
生
年
金
（
特
例
に
よ
る
障

定
に
よ
り
支
給
す
る
遺
族
厚
生
年
金
（
特
例
に
よ
る
障

定
に
よ
り
支
給
す
る
遺
族
厚
生
年
金
（
特
例
に
よ
る
障

害
厚
生
年
金
の
受
給
権
者
が
死
亡
し
た
こ
と
に
よ
り
支

害
厚
生
年
金
の
受
給
権
者
が
死
亡
し
た
こ
と
に
よ
り
支

害
厚
生
年
金
の
受
給
権
者
が
死
亡
し
た
こ
と
に
よ
り
支

給
す
る
遺
族
厚
生
年
金
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い

給
す
る
遺
族
厚
生
年
金
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い

給
す
る
遺
族
厚
生
年
金
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い

て
「
特
例
に
よ
る
遺
族
厚
生
年
金
」
と
い
う
。
）
の
厚

て
「
特
例
に
よ
る
遺
族
厚
生
年
金
」
と
い
う
。
）
の
厚

て
「
特
例
に
よ
る
遺
族
厚
生
年
金
」
と
い
う
。
）
の
厚

生
年
金
保
険
法
第
六
十
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
号

生
年
金
保
険
法
第
六
十
条
第
一
項
及
び
第
四
項
の
規
定

生
年
金
保
険
法
第
六
十
条
の
規
定
に
よ
る
額
は
、
同
条

イ
並
び
に
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
額
は
、
こ
れ
ら
の
規

に
よ
る
額
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ

の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
条
の
規
定
に
よ
る
額
に
按あ

ん

定
に
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
る
額
に
按
分

ら
の
規
定
に
よ
る
額
に
按
分
率
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す

分
率
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。
た
だ
し
、
第
三
項
第

あ
ん

あ
ん

率
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。
た
だ
し
、
第
三
項
第
一

る
。
た
だ
し
、
第
三
項
第
一
号
に
掲
げ
る
期
間
の
月
数

一
号
に
掲
げ
る
期
間
の
月
数
が
三
百
月
以
上
で
あ
る
場

号
に
掲
げ
る
期
間
の
月
数
が
三
百
月
以
上
で
あ
る
場
合

が
三
百
月
以
上
で
あ
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

２
～
５

（
略
）

２
～
５

（
略
）

２
～
５

（
略
）
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◎

社
会
保
障
に
関
す
る
日
本
国
政
府
と
フ
ラ
ン
ス
共
和
国
政
府
と
の
間
の
協
定
の
実
施
に
伴
う
厚
生
年
金
保
険
法
等
の
特
例
等
に
関
す
る
法
律

（
平
成
十
七
年
法
律
第
六
十
四
号
）

抄

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

（
附
則
第
四
十
条
関
係
）

改

正

案

現
行
の
改
め
規
定
（
平
成
十
六
年
改
正
法
（
平
成
十
六
年

現

行

法
律
第
百
四
号
）
第
四
十
四
条
の
四
）
に
よ
る
改
正
後
の

条
文

（
遺
族
厚
生
年
金
の
額
の
計
算
の
特
例
）

（
遺
族
厚
生
年
金
の
額
の
計
算
の
特
例
）

（
遺
族
厚
生
年
金
の
額
の
計
算
の
特
例
）

第
二
十
五
条

第
二
十
条
第
三
項
又
は
第
二
十
二
条
の
規

第
二
十
五
条

第
二
十
条
第
三
項
又
は
第
二
十
二
条
の
規

第
二
十
五
条

第
二
十
条
第
三
項
又
は
第
二
十
二
条
の
規

定
に
よ
り
支
給
す
る
遺
族
厚
生
年
金
（
特
例
に
よ
る
障

定
に
よ
り
支
給
す
る
遺
族
厚
生
年
金
（
特
例
に
よ
る
障

定
に
よ
り
支
給
す
る
遺
族
厚
生
年
金
（
特
例
に
よ
る
障

害
厚
生
年
金
の
受
給
権
者
が
死
亡
し
た
こ
と
に
よ
り
支

害
厚
生
年
金
の
受
給
権
者
が
死
亡
し
た
こ
と
に
よ
り
支

害
厚
生
年
金
の
受
給
権
者
が
死
亡
し
た
こ
と
に
よ
り
支

給
す
る
遺
族
厚
生
年
金
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い

給
す
る
遺
族
厚
生
年
金
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い

給
す
る
遺
族
厚
生
年
金
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い

て
「
特
例
に
よ
る
遺
族
厚
生
年
金
」
と
い
う
。
）
の
厚

て
「
特
例
に
よ
る
遺
族
厚
生
年
金
」
と
い
う
。
）
の
厚

て
「
特
例
に
よ
る
遺
族
厚
生
年
金
」
と
い
う
。
）
の
厚

生
年
金
保
険
法
第
六
十
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
号

生
年
金
保
険
法
第
六
十
条
第
一
項
及
び
第
四
項
の
規
定

生
年
金
保
険
法
第
六
十
条
の
規
定
に
よ
る
額
は
、
同
条

イ
並
び
に
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
額
は
、
こ
れ
ら
の
規

に
よ
る
額
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ

の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
条
の
規
定
に
よ
る
額
に
按あ

ん

定
に
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
る
額
に
按
分

ら
の
規
定
に
よ
る
額
に
按
分
率
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す

分
率
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。
た
だ
し
、
特
例
に
よ

あ
ん

あ
ん

率
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。
た
だ
し
、
特
例
に
よ
る

る
。
た
だ
し
、
特
例
に
よ
る
遺
族
厚
生
年
金
の
支
給
事

る
遺
族
厚
生
年
金
の
支
給
事
由
と
な
っ
た
死
亡
に
係
る

遺
族
厚
生
年
金
の
支
給
事
由
と
な
っ
た
死
亡
に
係
る
者

由
と
な
っ
た
死
亡
に
係
る
者
の
被
用
者
年
金
被
保
険
者

者
の
被
用
者
年
金
被
保
険
者
等
で
あ
っ
た
期
間
で
あ
っ

の
被
用
者
年
金
被
保
険
者
等
で
あ
っ
た
期
間
で
あ
っ
て

等
で
あ
っ
た
期
間
で
あ
っ
て
政
令
で
定
め
る
も
の
の
月

て
政
令
で
定
め
る
も
の
の
月
数
を
合
算
し
た
月
数
が
三

政
令
で
定
め
る
も
の
の
月
数
を
合
算
し
た
月
数
が
三
百

数
を
合
算
し
た
月
数
が
三
百
月
以
上
で
あ
る
場
合
は
、

百
月
以
上
で
あ
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

月
以
上
で
あ
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

こ
の
限
り
で
な
い
。

２
～
５

（
略
）

２
～
５

（
略
）

２
～
５

（
略
）
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◎

社
会
保
障
に
関
す
る
日
本
国
と
ベ
ル
ギ
ー
王
国
と
の
間
の
協
定
の
実
施
に
伴
う
厚
生
年
金
保
険
法
等
の
特
例
等
に
関
す
る
法
律

（
平
成
十
七
年
法
律
第
六
十
五
号
）

抄

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

（
附
則
第
四
十
条
関
係
）

改

正

案

現
行
の
改
め
規
定
（
平
成
十
六
年
改
正
法
（
平
成
十
六
年

現

行

法
律
第
百
四
号
）
第
四
十
四
条
の
五
）
に
よ
る
改
正
後
の

条
文

（
遺
族
厚
生
年
金
の
額
の
計
算
の
特
例
）

（
遺
族
厚
生
年
金
の
額
の
計
算
の
特
例
）

（
遺
族
厚
生
年
金
の
額
の
計
算
の
特
例
）

第
二
十
四
条

第
十
九
条
第
三
項
又
は
第
二
十
一
条
の
規

第
二
十
四
条

第
十
九
条
第
三
項
又
は
第
二
十
一
条
の
規

第
二
十
四
条

第
十
九
条
第
三
項
又
は
第
二
十
一
条
の
規

定
に
よ
り
支
給
す
る
遺
族
厚
生
年
金
（
特
例
に
よ
る
障

定
に
よ
り
支
給
す
る
遺
族
厚
生
年
金
（
特
例
に
よ
る
障

定
に
よ
り
支
給
す
る
遺
族
厚
生
年
金
（
特
例
に
よ
る
障

害
厚
生
年
金
の
受
給
権
者
が
死
亡
し
た
こ
と
に
よ
り
支

害
厚
生
年
金
の
受
給
権
者
が
死
亡
し
た
こ
と
に
よ
り
支

害
厚
生
年
金
の
受
給
権
者
が
死
亡
し
た
こ
と
に
よ
り
支

給
す
る
遺
族
厚
生
年
金
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い

給
す
る
遺
族
厚
生
年
金
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い

給
す
る
遺
族
厚
生
年
金
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い

て
「
特
例
に
よ
る
遺
族
厚
生
年
金
」
と
い
う
。
）
の
厚

て
「
特
例
に
よ
る
遺
族
厚
生
年
金
」
と
い
う
。
）
の
厚

て
「
特
例
に
よ
る
遺
族
厚
生
年
金
」
と
い
う
。
）
の
厚

生
年
金
保
険
法
第
六
十
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
号

生
年
金
保
険
法
第
六
十
条
第
一
項
及
び
第
四
項
の
規
定

生
年
金
保
険
法
第
六
十
条
の
規
定
に
よ
る
額
は
、
同
条

イ
並
び
に
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
額
は
、
こ
れ
ら
の
規

に
よ
る
額
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ

の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
条
の
規
定
に
よ
る
額
に
按あ

ん

定
に
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
る
額
に
按
分

ら
の
規
定
に
よ
る
額
に
按
分
率
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す

分
率
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。
た
だ
し
、
特
例
に
よ

あ
ん

あ
ん

率
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。
た
だ
し
、
特
例
に
よ
る

る
。
た
だ
し
、
特
例
に
よ
る
遺
族
厚
生
年
金
の
支
給
事

る
遺
族
厚
生
年
金
の
支
給
事
由
と
な
っ
た
死
亡
に
係
る

遺
族
厚
生
年
金
の
支
給
事
由
と
な
っ
た
死
亡
に
係
る
者

由
と
な
っ
た
死
亡
に
係
る
者
の
被
用
者
年
金
被
保
険
者

者
の
被
用
者
年
金
被
保
険
者
等
で
あ
っ
た
期
間
で
あ
っ

の
被
用
者
年
金
被
保
険
者
等
で
あ
っ
た
期
間
で
あ
っ
て

等
で
あ
っ
た
期
間
で
あ
っ
て
政
令
で
定
め
る
も
の
の
月

て
政
令
で
定
め
る
も
の
の
月
数
を
合
算
し
た
月
数
が
三

政
令
で
定
め
る
も
の
の
月
数
を
合
算
し
た
月
数
が
三
百

数
を
合
算
し
た
月
数
が
三
百
月
以
上
で
あ
る
場
合
は
、

百
月
以
上
で
あ
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

月
以
上
で
あ
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

こ
の
限
り
で
な
い
。

２
～
５

（
略
）

２
～
５

（
略
）

２
～
５

（
略
）
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◎

社
会
保
障
に
関
す
る
日
本
国
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
の
間
の
協
定
の
実
施
に
伴
う
厚
生
年
金
保
険
法
等
の
特
例
等
に
関
す
る
法
律

（
平
成
十
六
年
法
律
第
百
二
十
六
号
）

抄

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

（
附
則
第
四
十
一
条
関
係
）

改

正

案

現

行

（
情
報
の
提
供
等
）

（
情
報
の
提
供
等
）

第
七
十
二
条

第
七
十
二
条

１

（
略
）

１

（
略
）

２

日
本
側
保
有
機
関
は
、
合
衆
国
側
保
有
機
関
か
ら
提
供
を
受
け
た
情
報
で
あ
っ
て

２

日
本
側
保
有
機
関
は
、
合
衆
国
側
保
有
機
関
か
ら
提
供
を
受
け
た
情
報
で
あ
っ
て

個
人
に
関
す
る
も
の
に
つ
い
て
、
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
五
年

個
人
に
関
す
る
も
の
に
つ
い
て
、
行
政
機
関
の
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す

法
律
第
五
十
七
号
）
、
行
政
機
関
の
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
（

る
法
律
（
平
成
十
五
年
法
律
第
五
十
八
号
）
又
は
独
立
行
政
法
人
等
の
保
有
す
る
個

平
成
十
五
年
法
律
第
五
十
八
号
）
又
は
独
立
行
政
法
人
等
の
保
有
す
る
個
人
情
報
の

人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
五
年
法
律
第
五
十
九
号
）
の
規
定
に
よ
る

保
護
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
五
年
法
律
第
五
十
九
号
）
の
規
定
に
よ
る
ほ
か
、
こ

ほ
か
、
こ
れ
ら
の
法
律
に
お
け
る
個
人
に
関
す
る
情
報
の
保
護
の
措
置
に
準
じ
て
、

れ
ら
の
法
律
に
お
け
る
個
人
に
関
す
る
情
報
の
保
護
の
措
置
に
準
じ
て
、
個
人
に
関

個
人
に
関
す
る
情
報
の
安
全
の
確
保
そ
の
他
の
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら

す
る
情
報
の
安
全
の
確
保
そ
の
他
の
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

な
い
。

附

則

附

則

（
昭
和
六
十
一
年
四
月
一
日
前
の
死
亡
等
に
係
る
遺
族
基
礎
年
金
の
支
給
）

（
昭
和
六
十
一
年
四
月
一
日
前
の
死
亡
等
に
係
る
遺
族
基
礎
年
金
の
支
給
）

第
六
条

合
衆
国
保
険
期
間
及
び
国
民
年
金
の
被
保
険
者
期
間
若
し
く
は
被
用
者
年
金

第
六
条

合
衆
国
保
険
期
間
及
び
国
民
年
金
の
被
保
険
者
期
間
若
し
く
は
被
用
者
年
金

被
保
険
者
等
で
あ
っ
た
期
間
を
有
す
る
者
が
昭
和
六
十
一
年
四
月
一
日
前
に
死
亡
し

被
保
険
者
等
で
あ
っ
た
期
間
を
有
す
る
者
が
昭
和
六
十
一
年
四
月
一
日
前
に
死
亡
し

た
場
合
又
は
大
正
十
五
年
四
月
一
日
以
前
に
生
ま
れ
た
者
で
あ
っ
て
政
令
で
定
め
る

た
場
合
又
は
大
正
十
五
年
四
月
一
日
前
に
生
ま
れ
た
者
で
あ
っ
て
政
令
で
定
め
る
も

も
の
が
施
行
日
前
に
死
亡
し
た
場
合
に
お
け
る
こ
の
法
律
及
び
他
の
法
令
に
よ
る
遺

の
が
施
行
日
前
に
死
亡
し
た
場
合
に
お
け
る
こ
の
法
律
及
び
他
の
法
令
に
よ
る
遺
族
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族
基
礎
年
金
の
支
給
要
件
又
は
額
に
関
す
る
規
定
の
適
用
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、

基
礎
年
金
の
支
給
要
件
又
は
額
に
関
す
る
規
定
の
適
用
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
政

政
令
で
定
め
る
。

令
で
定
め
る
。
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◎

社
会
保
障
に
関
す
る
日
本
国
と
大
韓
民
国
と
の
間
の
協
定
の
実
施
に
伴
う
厚
生
年
金
保
険
法
等
の
特
例
等
に
関
す
る
法
律

（
平
成
十
六
年
法
律
第
百
二
十
七
号
）

抄

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

（
附
則
第
四
十
二
条
関
係
）

改

正

案

現

行

（
情
報
の
提
供
等
）

（
情
報
の
提
供
等
）

第
十
二
条

第
十
二
条

１

（
略
）

１

（
略
）

２

日
本
側
保
有
機
関
は
、
大
韓
民
国
側
保
有
機
関
か
ら
提
供
を
受
け
た
情
報
で
あ
っ

２

日
本
側
保
有
機
関
は
、
大
韓
民
国
側
保
有
機
関
か
ら
提
供
を
受
け
た
情
報
で
あ
っ

て
個
人
に
関
す
る
も
の
に
つ
い
て
、
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
五

て
個
人
に
関
す
る
も
の
に
つ
い
て
、
行
政
機
関
の
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
に
関

年
法
律
第
五
十
七
号
）
、
行
政
機
関
の
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律

す
る
法
律
（
平
成
十
五
年
法
律
第
五
十
八
号
）
又
は
独
立
行
政
法
人
等
の
保
有
す
る

（
平
成
十
五
年
法
律
第
五
十
八
号
）
又
は
独
立
行
政
法
人
等
の
保
有
す
る
個
人
情
報

個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
五
年
法
律
第
五
十
九
号
）
の
規
定
に
よ

の
保
護
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
五
年
法
律
第
五
十
九
号
）
の
規
定
に
よ
る
ほ
か
、

る
ほ
か
、
こ
れ
ら
の
法
律
に
お
け
る
個
人
に
関
す
る
情
報
の
保
護
の
措
置
に
準
じ
て

こ
れ
ら
の
法
律
に
お
け
る
個
人
に
関
す
る
情
報
の
保
護
の
措
置
に
準
じ
て
、
個
人
に

、
個
人
に
関
す
る
情
報
の
安
全
の
確
保
そ
の
他
の
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な

関
す
る
情
報
の
安
全
の
確
保
そ
の
他
の
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ら
な
い
。
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◎

社
会
保
障
に
関
す
る
日
本
国
政
府
と
フ
ラ
ン
ス
共
和
国
政
府
と
の
間
の
協
定
の
実
施
に
伴
う
厚
生
年
金
保
険
法
等
の
特
例
等
に
関
す
る
法
律

（
平
成
十
七
年
法
律
第
六
十
四
号
）

抄

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

（
附
則
第
四
十
三
条
関
係
）

改

正

案

現

行

（
フ
ラ
ン
ス
特
定
保
険
期
間
中
の
死
亡
に
係
る
遺
族
厚
生
年
金
の
支
給
要
件
の
特

（
フ
ラ
ン
ス
特
定
保
険
期
間
中
の
死
亡
に
係
る
遺
族
厚
生
年
金
の
支
給
要
件
の
特

例)

例
）

第
二
十
二
条

第
二
十
二
条

１

（
略
）

１

（
略
）

２

フ
ラ
ン
ス
保
険
期
間
及
び
厚
生
年
金
保
険
の
被
保
険
者
期
間
を
有
す
る
者
が
、

２

フ
ラ
ン
ス
保
険
期
間
及
び
厚
生
年
金
保
険
の
被
保
険
者
期
間
を
有
す
る
者
が
、

フ
ラ
ン
ス
特
定
保
険
期
間
中
に
初
診
日
が
あ
る
傷
病
に
よ
り
当
該
初
診
日
か
ら
起

フ
ラ
ン
ス
特
定
保
険
期
間
中
に
初
診
日
が
あ
る
傷
病
に
よ
り
当
該
初
診
日
か
ら
起

算
し
て
五
年
を
経
過
す
る
日
前
に
死
亡
し
た
場
合
（
そ
の
者
が
厚
生
年
金
保
険
法

算
し
て
五
年
を
経
過
す
る
日
前
に
死
亡
し
た
場
合
（
そ
の
者
が
厚
生
年
金
保
険
法

第
五
十
八
条
第
一
項
第
一
号
又
は
第
二
号
に
該
当
す
る
場
合
及
び
前
項
本
文
に
規

第
五
十
八
条
第
一
項
第
一
号
に
該
当
す
る
場
合
及
び
前
項
本
文
に
規
定
す
る
場
合

定
す
る
場
合
を
除
く
。
）
は
、
同
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
号
に
該
当

を
除
く
。
）
は
、
同
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
一
項
第
二
号
に
該

す
る
も
の
と
み
な
す
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
同
項
た
だ
し
書
の
規
定
を
準
用

当
す
る
も
の
と
み
な
す
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
前
項
た
だ
し
書
の
規
定
を
準

す
る
。

用
す
る
。

（
フ
ラ
ン
ス
特
定
保
険
期
間
中
の
死
亡
に
係
る
遺
族
共
済
年
金
の
支
給
要
件
の
特

（
フ
ラ
ン
ス
特
定
保
険
期
間
中
の
死
亡
に
係
る
遺
族
共
済
年
金
の
支
給
要
件
の
特

例
）

例
）

第
三
十
二
条

第
三
十
二
条

１

（
略
）

１

（
略
）

２

フ
ラ
ン
ス
保
険
期
間
及
び
国
共
済
組
合
員
期
間
を
有
す
る
者
が
、
フ
ラ
ン
ス
特

２

フ
ラ
ン
ス
保
険
期
間
及
び
国
共
済
組
合
員
期
間
を
有
す
る
者
が
、
フ
ラ
ン
ス
特

定
保
険
期
間
中
に
初
診
日
が
あ
る
傷
病
に
よ
り
当
該
初
診
日
か
ら
起
算
し
て
五
年

定
保
険
期
間
中
に
初
診
日
が
あ
る
傷
病
に
よ
り
当
該
初
診
日
か
ら
起
算
し
て
五
年
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を
経
過
す
る
日
前
に
死
亡
し
た
場
合
（
そ
の
者
が
国
共
済
法
第
八
十
八
条
第
一
項

を
経
過
す
る
日
前
に
死
亡
し
た
場
合
（
そ
の
者
が
国
共
済
法
第
八
十
八
条
第
一
項

第
一
号
又
は
第
二
号
に
該
当
す
る
場
合
及
び
前
項
本
文
に
規
定
す
る
場
合
を
除
く

第
一
号
に
該
当
す
る
場
合
及
び
前
項
本
文
に
規
定
す
る
場
合
を
除
く
。
）
は
、
同

。
）
は
、
同
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
号
に
該
当
す
る
も
の
と
み
な
す

条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
一
項
第
二
号
に
該
当
す
る
も
の
と
み
な

。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
同
項
た
だ
し
書
の
規
定
を
準
用
す
る
。

す
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
前
項
た
だ
し
書
の
規
定
を
準
用
す
る
。

（
フ
ラ
ン
ス
特
定
保
険
期
間
中
の
死
亡
に
係
る
遺
族
共
済
年
金
の
支
給
要
件
の
特

（
フ
ラ
ン
ス
特
定
保
険
期
間
中
の
死
亡
に
係
る
遺
族
共
済
年
金
の
支
給
要
件
の
特

例
）

例
）

第
四
十
四
条

第
四
十
四
条

１

（
略
）

１

（
略
）

２

フ
ラ
ン
ス
保
険
期
間
及
び
地
共
済
組
合
員
期
間
を
有
す
る
者
が
、
フ
ラ
ン
ス
特

２

フ
ラ
ン
ス
保
険
期
間
及
び
地
共
済
組
合
員
期
間
を
有
す
る
者
が
、
フ
ラ
ン
ス
特

定
保
険
期
間
中
に
初
診
日
が
あ
る
傷
病
に
よ
り
当
該
初
診
日
か
ら
起
算
し
て
五
年

定
保
険
期
間
中
に
初
診
日
が
あ
る
傷
病
に
よ
り
当
該
初
診
日
か
ら
起
算
し
て
五
年

を
経
過
す
る
日
前
に
死
亡
し
た
場
合
（
そ
の
者
が
地
共
済
法
第
九
十
九
条
第
一
項

を
経
過
す
る
日
前
に
死
亡
し
た
場
合
（
そ
の
者
が
地
共
済
法
第
九
十
九
条
第
一
項

第
一
号
又
は
第
二
号
に
該
当
す
る
場
合
及
び
前
項
本
文
に
規
定
す
る
場
合
を
除
く

第
一
号
に
該
当
す
る
場
合
及
び
前
項
本
文
に
規
定
す
る
場
合
を
除
く
。
）
は
、
同

。
）
は
、
同
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
号
に
該
当
す
る
も
の
と
み
な
す

条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
一
項
第
二
号
に
該
当
す
る
も
の
と
み
な

。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
同
項
た
だ
し
書
の
規
定
を
準
用
す
る
。

す
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
前
項
た
だ
し
書
の
規
定
を
準
用
す
る
。

（
フ
ラ
ン
ス
特
定
保
険
期
間
中
の
死
亡
に
係
る
遺
族
共
済
年
金
の
支
給
要
件
の
特

（
フ
ラ
ン
ス
特
定
保
険
期
間
中
の
死
亡
に
係
る
遺
族
共
済
年
金
の
支
給
要
件
の
特

例
）

例
）

第
五
十
七
条

第
五
十
七
条

１

（
略
）

１

（
略
）

２

フ
ラ
ン
ス
保
険
期
間
及
び
私
学
共
済
加
入
者
期
間
を
有
す
る
者
が
、
フ
ラ
ン
ス

２

フ
ラ
ン
ス
保
険
期
間
及
び
私
学
共
済
加
入
者
期
間
を
有
す
る
者
が
、
フ
ラ
ン
ス

特
定
保
険
期
間
中
に
初
診
日
が
あ
る
傷
病
に
よ
り
当
該
初
診
日
か
ら
起
算
し
て
五

特
定
保
険
期
間
中
に
初
診
日
が
あ
る
傷
病
に
よ
り
当
該
初
診
日
か
ら
起
算
し
て
五

年
を
経
過
す
る
日
前
に
死
亡
し
た
場
合
（
そ
の
者
が
準
用
国
共
済
法
第
八
十
八
条

年
を
経
過
す
る
日
前
に
死
亡
し
た
場
合
（
そ
の
者
が
準
用
国
共
済
法
第
八
十
八
条

第
一
項
第
一
号
又
は
第
二
号
に
該
当
す
る
場
合
及
び
前
項
本
文
に
規
定
す
る
場
合

第
一
項
第
一
号
に
該
当
す
る
場
合
及
び
前
項
本
文
に
規
定
す
る
場
合
を
除
く
。
）

を
除
く
。
）
は
、
同
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
号
に
該
当
す
る
も
の
と

は
、
同
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
一
項
第
二
号
に
該
当
す
る
も
の

み
な
す
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
同
項
た
だ
し
書
の
規
定
を
準
用
す
る
。

と
み
な
す
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
前
項
た
だ
し
書
の
規
定
を
準
用
す
る
。
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（
情
報
の
提
供
等
）

（
情
報
の
提
供
等
）

第
七
十
二
条

第
七
十
二
条

１

（
略
）

１

（
略
）

２

日
本
側
保
有
機
関
は
、
フ
ラ
ン
ス
側
保
有
機
関
か
ら
提
供
を
受
け
た
情
報
で
あ

２

日
本
側
保
有
機
関
は
、
フ
ラ
ン
ス
側
保
有
機
関
か
ら
提
供
を
受
け
た
情
報
で
あ

っ
て
個
人
に
関
す
る
も
の
に
つ
い
て
、
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
（
平
成

っ
て
個
人
に
関
す
る
も
の
に
つ
い
て
、
行
政
機
関
の
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護

十
五
年
法
律
第
五
十
七
号
）
、
行
政
機
関
の
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す

に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
五
年
法
律
第
五
十
八
号
）
又
は
独
立
行
政
法
人
等
の
保

る
法
律
（
平
成
十
五
年
法
律
第
五
十
八
号
）
又
は
独
立
行
政
法
人
等
の
保
有
す
る

有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
五
年
法
律
第
五
十
九
号
）
の

個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
五
年
法
律
第
五
十
九
号
）
の
規
定
に

規
定
に
よ
る
ほ
か
、
こ
れ
ら
の
法
律
に
お
け
る
個
人
に
関
す
る
情
報
の
保
護
の
措

よ
る
ほ
か
、
こ
れ
ら
の
法
律
に
お
け
る
個
人
に
関
す
る
情
報
の
保
護
の
措
置
に
準

置
に
準
じ
て
、
個
人
に
関
す
る
情
報
の
安
全
の
確
保
そ
の
他
の
必
要
な
措
置
を
講

じ
て
、
個
人
に
関
す
る
情
報
の
安
全
の
確
保
そ
の
他
の
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け

じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

れ
ば
な
ら
な
い
。

附

則

附

則

（
昭
和
六
十
一
年
四
月
一
日
前
の
死
亡
等
に
係
る
遺
族
基
礎
年
金
の
支
給
）

（
昭
和
六
十
一
年
四
月
一
日
前
の
死
亡
等
に
係
る
遺
族
基
礎
年
金
の
支
給
）

第
六
条

フ
ラ
ン
ス
保
険
期
間
及
び
国
民
年
金
の
被
保
険
者
期
間
若
し
く
は
被
用
者

第
六
条

フ
ラ
ン
ス
保
険
期
間
及
び
国
民
年
金
の
被
保
険
者
期
間
若
し
く
は
被
用
者

年
金
被
保
険
者
等
で
あ
っ
た
期
間
を
有
す
る
者
が
昭
和
六
十
一
年
四
月
一
日
前
に

年
金
被
保
険
者
等
で
あ
っ
た
期
間
を
有
す
る
者
が
昭
和
六
十
一
年
四
月
一
日
前
に

死
亡
し
た
場
合
又
は
大
正
十
五
年
四
月
一
日
以
前
に
生
ま
れ
た
者
で
あ
っ
て
政
令

死
亡
し
た
場
合
又
は
大
正
十
五
年
四
月
一
日
前
に
生
ま
れ
た
者
で
あ
っ
て
政
令
で

で
定
め
る
も
の
が
施
行
日
前
に
死
亡
し
た
場
合
に
お
け
る
こ
の
法
律
及
び
他
の
法

定
め
る
も
の
が
施
行
日
前
に
死
亡
し
た
場
合
に
お
け
る
こ
の
法
律
及
び
他
の
法
令

令
に
よ
る
遺
族
基
礎
年
金
の
支
給
要
件
又
は
額
に
関
す
る
規
定
の
適
用
に
関
し
必

に
よ
る
遺
族
基
礎
年
金
の
支
給
要
件
又
は
額
に
関
す
る
規
定
の
適
用
に
関
し
必
要

要
な
事
項
は
、
政
令
で
定
め
る
。

な
事
項
は
、
政
令
で
定
め
る
。

（
施
行
日
前
の
死
亡
に
係
る
遺
族
厚
生
年
金
の
支
給
に
関
す
る
経
過
措
置
）

（
施
行
日
前
の
死
亡
に
係
る
遺
族
厚
生
年
金
の
支
給
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
十
二
条

第
十
二
条

１
～
５

（
略
）

１
～
５

（
略
）

６

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
支
給
す
る
遺
族
厚
生
年
金
の
額
に
つ
い
て
、
昭
和
六
十

６

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
支
給
す
る
遺
族
厚
生
年
金
の
額
に
つ
い
て
、
昭
和
六
十
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年
国
民
年
金
等
改
正
法
附
則
第
七
十
三
条
第
一
項
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
に
お

年
国
民
年
金
等
改
正
法
附
則
第
七
十
三
条
第
一
項
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
に
お

い
て
は
、
同
項
中
「
妻
で
あ
つ
た
者
に
限
る
」
と
あ
る
の
は
、
「
妻
で
あ
つ
た
者

い
て
は
、
同
項
中
「
妻
で
あ
つ
た
者
に
限
る
」
と
あ
る
の
は
、
「
妻
で
あ
つ
た
者

で
あ
つ
て
、
当
該
厚
生
年
金
保
険
の
被
保
険
者
又
は
被
保
険
者
で
あ
つ
た
者
の
死

で
あ
つ
て
、
当
該
厚
生
年
金
保
険
の
被
保
険
者
又
は
被
保
険
者
で
あ
つ
た
者
の
死

亡
の
当
時
四
十
歳
（
当
該
死
亡
日
が
平
成
十
九
年
四
月
一
日
前
に
あ
る
場
合
に
あ

亡
の
当
時
三
十
五
歳
以
上
で
あ
つ
た
も
の
に
限
る
」
と
す
る
。

つ
て
は
、
三
十
五
歳
）
以
上
で
あ
つ
た
も
の
に
限
る
」
と
す
る
。

７
～

（
略
）

７
～

（
略
）

10

10
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◎

社
会
保
障
に
関
す
る
日
本
国
と
ベ
ル
ギ
ー
王
国
と
の
間
の
協
定
の
実
施
に
伴
う
厚
生
年
金
保
険
法
等
の
特
例
等
に
関
す
る
法
律

（
平
成
十
七
年
法
律
第
六
十
五
号
）

抄

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

（
附
則
第
四
十
四
条
関
係
）

改

正

案

現

行

（
ベ
ル
ギ
ー
保
険
期
間
中
の
死
亡
に
係
る
遺
族
厚
生
年
金
の
支
給
要
件
の
特
例
）

（
ベ
ル
ギ
ー
保
険
期
間
中
の
死
亡
に
係
る
遺
族
厚
生
年
金
の
支
給
要
件
の
特
例
）

第
二
十
一
条

第
二
十
一
条

１

（
略
）

１

（
略
）

２

ベ
ル
ギ
ー
保
険
期
間
及
び
厚
生
年
金
保
険
の
被
保
険
者
期
間
を
有
す
る
者
が
、
ベ

２

ベ
ル
ギ
ー
保
険
期
間
及
び
厚
生
年
金
保
険
の
被
保
険
者
期
間
を
有
す
る
者
が
、
ベ

ル
ギ
ー
保
険
期
間
中
に
初
診
日
が
あ
る
傷
病
に
よ
り
当
該
初
診
日
か
ら
起
算
し
て
五

ル
ギ
ー
保
険
期
間
中
に
初
診
日
が
あ
る
傷
病
に
よ
り
当
該
初
診
日
か
ら
起
算
し
て
五

年
を
経
過
す
る
日
前
に
死
亡
し
た
場
合
（
そ
の
者
が
厚
生
年
金
保
険
法
第
五
十
八
条

年
を
経
過
す
る
日
前
に
死
亡
し
た
場
合
（
そ
の
者
が
厚
生
年
金
保
険
法
第
五
十
八
条

第
一
項
第
一
号
又
は
第
二
号
に
該
当
す
る
場
合
及
び
前
項
本
文
に
規
定
す
る
場
合
を

第
一
項
第
一
号
に
該
当
す
る
場
合
及
び
前
項
本
文
に
規
定
す
る
場
合
を
除
く
。
）
は

除
く
。
）
は
、
同
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
号
に
該
当
す
る
も
の
と
み
な

、
同
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
一
項
第
二
号
に
該
当
す
る
も
の
と
み

す
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
同
項
た
だ
し
書
の
規
定
を
準
用
す
る
。

な
す
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
前
項
た
だ
し
書
の
規
定
を
準
用
す
る
。

（
ベ
ル
ギ
ー
保
険
期
間
中
の
死
亡
に
係
る
遺
族
共
済
年
金
の
支
給
要
件
の
特
例
）

（
ベ
ル
ギ
ー
保
険
期
間
中
の
死
亡
に
係
る
遺
族
共
済
年
金
の
支
給
要
件
の
特
例
）

第
三
十
一
条

第
三
十
一
条

１

（
略
）

１

（
略
）

２

ベ
ル
ギ
ー
保
険
期
間
及
び
国
共
済
組
合
員
期
間
を
有
す
る
者
が
、
ベ
ル
ギ
ー
保
険

２

ベ
ル
ギ
ー
保
険
期
間
及
び
国
共
済
組
合
員
期
間
を
有
す
る
者
が
、
ベ
ル
ギ
ー
保
険

期
間
中
に
初
診
日
が
あ
る
傷
病
に
よ
り
当
該
初
診
日
か
ら
起
算
し
て
五
年
を
経
過
す

期
間
中
に
初
診
日
が
あ
る
傷
病
に
よ
り
当
該
初
診
日
か
ら
起
算
し
て
五
年
を
経
過
す

る
日
前
に
死
亡
し
た
場
合
（
そ
の
者
が
国
共
済
法
第
八
十
八
条
第
一
項
第
一
号
又
は

る
日
前
に
死
亡
し
た
場
合
（
そ
の
者
が
国
共
済
法
第
八
十
八
条
第
一
項
第
一
号
に
該

第
二
号
に
該
当
す
る
場
合
及
び
前
項
本
文
に
規
定
す
る
場
合
を
除
く
。
）
は
、
同
条

当
す
る
場
合
及
び
前
項
本
文
に
規
定
す
る
場
合
を
除
く
。
）
は
、
同
条
の
規
定
の
適

の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
号
に
該
当
す
る
も
の
と
み
な
す
。
こ
の
場
合
に
お

用
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
一
項
第
二
号
に
該
当
す
る
も
の
と
み
な
す
。
こ
の
場
合
に
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い
て
は
、
同
項
た
だ
し
書
の
規
定
を
準
用
す
る
。

お
い
て
は
、
前
項
た
だ
し
書
の
規
定
を
準
用
す
る
。

（
ベ
ル
ギ
ー
保
険
期
間
中
の
死
亡
に
係
る
遺
族
共
済
年
金
の
支
給
要
件
の
特
例
）

（
ベ
ル
ギ
ー
保
険
期
間
中
の
死
亡
に
係
る
遺
族
共
済
年
金
の
支
給
要
件
の
特
例
）

第
四
十
三
条

第
四
十
三
条

１

（
略
）

１

（
略
）

２

ベ
ル
ギ
ー
保
険
期
間
及
び
地
共
済
組
合
員
期
間
を
有
す
る
者
が
、
ベ
ル
ギ
ー
保
険

２

ベ
ル
ギ
ー
保
険
期
間
及
び
地
共
済
組
合
員
期
間
を
有
す
る
者
が
、
ベ
ル
ギ
ー
保
険

期
間
中
に
初
診
日
が
あ
る
傷
病
に
よ
り
当
該
初
診
日
か
ら
起
算
し
て
五
年
を
経
過
す

期
間
中
に
初
診
日
が
あ
る
傷
病
に
よ
り
当
該
初
診
日
か
ら
起
算
し
て
五
年
を
経
過
す

る
日
前
に
死
亡
し
た
場
合
（
そ
の
者
が
地
共
済
法
第
九
十
九
条
第
一
項
第
一
号
又
は

る
日
前
に
死
亡
し
た
場
合
（
そ
の
者
が
地
共
済
法
第
九
十
九
条
第
一
項
第
一
号
に
該

第
二
号
に
該
当
す
る
場
合
及
び
前
項
本
文
に
規
定
す
る
場
合
を
除
く
。
）
は
、
同
条

当
す
る
場
合
及
び
前
項
本
文
に
規
定
す
る
場
合
を
除
く
。
）
は
、
同
条
の
規
定
の
適

の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
号
に
該
当
す
る
も
の
と
み
な
す
。
こ
の
場
合
に
お

用
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
一
項
第
二
号
に
該
当
す
る
も
の
と
み
な
す
。
こ
の
場
合
に

い
て
は
、
同
項
た
だ
し
書
の
規
定
を
準
用
す
る
。

お
い
て
は
、
前
項
た
だ
し
書
の
規
定
を
準
用
す
る
。

（
ベ
ル
ギ
ー
保
険
期
間
中
の
死
亡
に
係
る
遺
族
共
済
年
金
の
支
給
要
件
の
特
例
）

（
ベ
ル
ギ
ー
保
険
期
間
中
の
死
亡
に
係
る
遺
族
共
済
年
金
の
支
給
要
件
の
特
例
）

第
五
十
六
条

第
五
十
六
条

１

（
略
）

１

（
略
）

２

ベ
ル
ギ
ー
保
険
期
間
及
び
私
学
共
済
加
入
者
期
間
を
有
す
る
者
が
、
ベ
ル
ギ
ー
保

２

ベ
ル
ギ
ー
保
険
期
間
及
び
私
学
共
済
加
入
者
期
間
を
有
す
る
者
が
、
ベ
ル
ギ
ー
保

険
期
間
中
に
初
診
日
が
あ
る
傷
病
に
よ
り
当
該
初
診
日
か
ら
起
算
し
て
五
年
を
経
過

険
期
間
中
に
初
診
日
が
あ
る
傷
病
に
よ
り
当
該
初
診
日
か
ら
起
算
し
て
五
年
を
経
過

す
る
日
前
に
死
亡
し
た
場
合
（
そ
の
者
が
準
用
国
共
済
法
第
八
十
八
条
第
一
項
第
一

す
る
日
前
に
死
亡
し
た
場
合
（
そ
の
者
が
準
用
国
共
済
法
第
八
十
八
条
第
一
項
第
一

号
又
は
第
二
号
に
該
当
す
る
場
合
及
び
前
項
本
文
に
規
定
す
る
場
合
を
除
く
。
）
は

号
に
該
当
す
る
場
合
及
び
前
項
本
文
に
規
定
す
る
場
合
を
除
く
。
）
は
、
同
条
の
規

、
同
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
号
に
該
当
す
る
も
の
と
み
な
す
。
こ
の
場

定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
一
項
第
二
号
に
該
当
す
る
も
の
と
み
な
す
。
こ
の

合
に
お
い
て
は
、
同
項
た
だ
し
書
の
規
定
を
準
用
す
る
。

場
合
に
お
い
て
は
、
前
項
た
だ
し
書
の
規
定
を
準
用
す
る
。

（
情
報
の
提
供
等
）

（
情
報
の
提
供
等
）

第
七
十
一
条

第
七
十
一
条

１

（
略
）

１

（
略
）

２

日
本
側
保
有
機
関
は
、
ベ
ル
ギ
ー
側
保
有
機
関
か
ら
提
供
を
受
け
た
情
報
で
あ
っ

２

日
本
側
保
有
機
関
は
、
ベ
ル
ギ
ー
側
保
有
機
関
か
ら
提
供
を
受
け
た
情
報
で
あ
っ
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て
個
人
に
関
す
る
も
の
に
つ
い
て
、
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
五

て
個
人
に
関
す
る
も
の
に
つ
い
て
、
行
政
機
関
の
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
に
関

年
法
律
第
五
十
七
号
）
、
行
政
機
関
の
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律

す
る
法
律
（
平
成
十
五
年
法
律
第
五
十
八
号
）
又
は
独
立
行
政
法
人
等
の
保
有
す
る

（
平
成
十
五
年
法
律
第
五
十
八
号
）
又
は
独
立
行
政
法
人
等
の
保
有
す
る
個
人
情
報

個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
五
年
法
律
第
五
十
九
号
）
の
規
定
に
よ

の
保
護
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
五
年
法
律
第
五
十
九
号
）
の
規
定
に
よ
る
ほ
か
、

る
ほ
か
、
こ
れ
ら
の
法
律
に
お
け
る
個
人
に
関
す
る
情
報
の
保
護
の
措
置
に
準
じ
て

こ
れ
ら
の
法
律
に
お
け
る
個
人
に
関
す
る
情
報
の
保
護
の
措
置
に
準
じ
て
、
個
人
に

、
個
人
に
関
す
る
情
報
の
安
全
の
確
保
そ
の
他
の
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な

関
す
る
情
報
の
安
全
の
確
保
そ
の
他
の
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ら
な
い
。

附

則

附

則

（
昭
和
六
十
一
年
四
月
一
日
前
の
死
亡
等
に
係
る
遺
族
基
礎
年
金
の
支
給
）

（
昭
和
六
十
一
年
四
月
一
日
前
の
死
亡
等
に
係
る
遺
族
基
礎
年
金
の
支
給
）

第
六
条

ベ
ル
ギ
ー
保
険
期
間
及
び
国
民
年
金
の
被
保
険
者
期
間
若
し
く
は
被
用
者
年

第
六
条

ベ
ル
ギ
ー
保
険
期
間
及
び
国
民
年
金
の
被
保
険
者
期
間
若
し
く
は
被
用
者
年

金
被
保
険
者
等
で
あ
っ
た
期
間
を
有
す
る
者
が
昭
和
六
十
一
年
四
月
一
日
前
に
死
亡

金
被
保
険
者
等
で
あ
っ
た
期
間
を
有
す
る
者
が
昭
和
六
十
一
年
四
月
一
日
前
に
死
亡

し
た
場
合
又
は
大
正
十
五
年
四
月
一
日
以
前
に
生
ま
れ
た
者
で
あ
っ
て
政
令
で
定
め

し
た
場
合
又
は
大
正
十
五
年
四
月
一
日
前
に
生
ま
れ
た
者
で
あ
っ
て
政
令
で
定
め
る

る
も
の
が
施
行
日
前
に
死
亡
し
た
場
合
に
お
け
る
こ
の
法
律
及
び
他
の
法
令
に
よ
る

も
の
が
施
行
日
前
に
死
亡
し
た
場
合
に
お
け
る
こ
の
法
律
及
び
他
の
法
令
に
よ
る
遺

遺
族
基
礎
年
金
の
支
給
要
件
又
は
額
に
関
す
る
規
定
の
適
用
に
関
し
必
要
な
事
項
は

族
基
礎
年
金
の
支
給
要
件
又
は
額
に
関
す
る
規
定
の
適
用
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、

、
政
令
で
定
め
る
。

政
令
で
定
め
る
。

（
施
行
日
前
の
死
亡
に
係
る
遺
族
厚
生
年
金
の
支
給
に
関
す
る
経
過
措
置
）

（
施
行
日
前
の
死
亡
に
係
る
遺
族
厚
生
年
金
の
支
給
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
十
二
条

第
十
二
条

１
～
５

（
略
）

１
～
５

（
略
）

６

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
支
給
す
る
遺
族
厚
生
年
金
の
額
に
つ
い
て
、
昭
和
六
十
年

６

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
支
給
す
る
遺
族
厚
生
年
金
の
額
に
つ
い
て
、
昭
和
六
十
年

国
民
年
金
等
改
正
法
附
則
第
七
十
三
条
第
一
項
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
に
お
い
て

国
民
年
金
等
改
正
法
附
則
第
七
十
三
条
第
一
項
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
に
お
い
て

は
、
同
項
中
「
妻
で
あ
つ
た
者
に
限
る
」
と
あ
る
の
は
、
「
妻
で
あ
つ
た
者
で
あ
つ

は
、
同
項
中
「
妻
で
あ
つ
た
者
に
限
る
」
と
あ
る
の
は
、
「
妻
で
あ
つ
た
者
で
あ
つ

て
、
当
該
厚
生
年
金
保
険
の
被
保
険
者
又
は
被
保
険
者
で
あ
つ
た
者
の
死
亡
の
当
時

て
、
当
該
厚
生
年
金
保
険
の
被
保
険
者
又
は
被
保
険
者
で
あ
つ
た
者
の
死
亡
の
当
時

四
十
歳
（
当
該
死
亡
日
が
平
成
十
九
年
四
月
一
日
前
に
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
三

三
十
五
歳
以
上
で
あ
つ
た
も
の
に
限
る
」
と
す
る
。

十
五
歳
）
以
上
で
あ
つ
た
も
の
に
限
る
」
と
す
る
。

７
～

（
略
）

７
～

（
略
）

10

10
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◎

社
会
保
障
に
関
す
る
日
本
国
と
ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
と
の
間
の
協
定
の
実
施
に
伴
う
厚
生
年
金
保
険
法
等
の
特
例
等
に
関
す
る
法
律

（
平
成
十
年
法
律
第
七
十
七
号
）

抄

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

（
附
則
第
四
十
五
条
関
係
）

改

正

案

現
行
の
改
め
規
定
（
郵
政
民
営
化
関
連
法
整
備
法
（
平
成

現

行

十
七
年
法
律
第
百
二
号
）
第
百
九
条
）
に
よ
る
改
正
後
の

条
文

第
二
十
四
条

国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
（
以
下
こ
の
章

第
二
十
四
条

国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
（
以
下
こ
の
章

第
二
十
四
条

国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
（
以
下
こ
の
章

に
お
い
て
「
国
共
済
法
」
と
い
う
。
）
の
長
期
給
付
に

に
お
い
て
「
国
共
済
法
」
と
い
う
。
）
の
長
期
給
付
に

に
お
い
て
「
国
共
済
法
」
と
い
う
。
）
の
長
期
給
付
に

関
す
る
規
定
は
、
国
共
済
法
第
二
条
第
一
項
第
一
号
に

関
す
る
規
定
は
、
国
共
済
法
第
二
条
第
一
項
第
一
号
に

関
す
る
規
定
は
、
国
共
済
法
第
二
条
第
一
項
第
一
号
に

規
定
す
る
職
員
（
国
共
済
法
第
百
二
十
四
条
の
三
、
第

規
定
す
る
職
員
（
国
共
済
法
第
百
二
十
四
条
の
三
、
第

規
定
す
る
職
員
（
国
共
済
法
第
百
二
十
四
条
の
三
、
第

百
二
十
五
条
及
び
第
百
二
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ

百
二
十
五
条
、
第
百
二
十
六
条
第
二
項
及
び
附
則
第
二

百
二
十
五
条
及
び
第
百
二
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ

り
当
該
職
員
と
み
な
さ
れ
る
者
並
び
に
国
共
済
法
附
則

十
条
の
三
第
四
項
（
国
共
済
法
附
則
第
二
十
条
の
七
第

り
当
該
職
員
と
み
な
さ
れ
る
者
を
含
む
。
）
の
う
ち
、

第
二
十
条
の
三
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
職
員
と
み

一
項
の
規
定
に
よ
り
国
共
済
法
附
則
第
二
十
条
の
三
第

ド
イ
ツ
年
金
制
度
へ
加
入
す
る
義
務
に
関
す
る
ド
イ
ツ

な
さ
れ
る
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
郵
政
会
社
等
役
職

一
項
に
規
定
す
る
郵
政
会
社
等
役
職
員
と
み
な
さ
れ
る

年
金
法
令
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
者
で
あ
っ
て
政
令

員
（
国
共
済
法
附
則
第
二
十
条
の
七
第
一
項
の
規
定
に

者
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
当
該
職
員
と
み
な
さ
れ

で
定
め
る
も
の
に
は
、
適
用
し
な
い
。

よ
り
当
該
役
職
員
と
み
な
さ
れ
る
者
を
含
む
。
）
を
含

る
者
を
含
む
。
）
の
う
ち
、
ド
イ
ツ
年
金
制
度
へ
加
入

む
。
）
の
う
ち
、
ド
イ
ツ
年
金
制
度
へ
加
入
す
る
義
務

す
る
義
務
に
関
す
る
ド
イ
ツ
年
金
法
令
の
規
定
の
適
用

に
関
す
る
ド
イ
ツ
年
金
法
令
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る

を
受
け
る
者
で
あ
っ
て
政
令
で
定
め
る
も
の
に
は
、
適

者
で
あ
っ
て
政
令
で
定
め
る
も
の
に
は
、
適
用
し
な
い

用
し
な
い
。

。
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◎

社
会
保
障
に
関
す
る
日
本
国
と
グ
レ
ー
ト
・
ブ
リ
テ
ン
及
び
北
部
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
連
合
王
国
と
の
間
の
協
定
の
実
施
に
伴
う
厚
生
年
金
保
険
法
等
の
特
例
等
に
関

す
る
法
律

（
平
成
十
二
年
法
律
第
八
十
三
号
）

抄

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

（
附
則
第
四
十
五
条
関
係
）

改

正

案

現
行
の
改
め
規
定
（
郵
政
民
営
化
関
連
法
整
備
法
（
平
成

現

行

十
七
年
法
律
第
百
二
号
）
第
百
十
五
条
）
に
よ
る
改
正
後

の
条
文

（
長
期
給
付
に
関
す
る
規
定
の
適
用
範
囲
の
特
例
）

（
長
期
給
付
に
関
す
る
規
定
の
適
用
範
囲
の
特
例
）

（
長
期
給
付
に
関
す
る
規
定
の
適
用
範
囲
の
特
例
）

第
八
条

国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
の
長
期
給
付
に
関
す

第
八
条

国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
の
長
期
給
付
に
関
す

第
八
条

国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
の
長
期
給
付
に
関
す

る
規
定
は
、
同
法
第
二
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る

る
規
定
は
、
同
法
第
二
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る

る
規
定
は
、
同
法
第
二
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る

職
員
（
同
法
第
百
二
十
四
条
の
三
、
第
百
二
十
五
条
及

職
員
（
同
法
第
百
二
十
四
条
の
三
、
第
百
二
十
五
条
、

職
員
（
同
法
第
百
二
十
四
条
の
三
、
第
百
二
十
五
条
及

び
第
百
二
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
職
員
と

第
百
二
十
六
条
第
二
項
及
び
附
則
第
二
十
条
の
三
第
四

び
第
百
二
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
職
員
と

み
な
さ
れ
る
者
並
び
に
同
法
附
則
第
二
十
条
の
三
第
四

項
（
同
法
附
則
第
二
十
条
の
七
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

み
な
さ
れ
る
者
を
含
む
。
）
の
う
ち
、
保
険
料
の
納
付

項
の
規
定
に
よ
り
当
該
職
員
と
み
な
さ
れ
る
同
条
第
一

同
法
附
則
第
二
十
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
郵
政
会

義
務
に
関
す
る
連
合
王
国
年
金
法
令
の
規
定
の
適
用
を

項
に
規
定
す
る
郵
政
会
社
等
役
職
員
（
同
法
附
則
第
二

社
等
役
職
員
と
み
な
さ
れ
る
者
を
含
む
。
）
の
規
定
に

受
け
る
者
と
し
て
政
令
で
定
め
る
も
の
に
つ
い
て
は
、

十
条
の
七
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
役
職
員
と
み
な

よ
り
当
該
職
員
と
み
な
さ
れ
る
者
を
含
む
。
）
の
う
ち

適
用
し
な
い
。

さ
れ
る
者
を
含
む
。
）
を
含
む
。
）
の
う
ち
、
保
険
料

、
保
険
料
の
納
付
義
務
に
関
す
る
連
合
王
国
年
金
法
令

の
納
付
義
務
に
関
す
る
連
合
王
国
年
金
法
令
の
規
定
の

の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
者
と
し
て
政
令
で
定
め
る
も

適
用
を
受
け
る
者
と
し
て
政
令
で
定
め
る
も
の
に
つ
い

の
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。

て
は
、
適
用
し
な
い
。
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◎

社
会
保
障
に
関
す
る
日
本
国
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
の
間
の
協
定
の
実
施
に
伴
う
厚
生
年
金
保
険
法
等
の
特
例
等
に
関
す
る
法
律

（
平
成
十
六
年
法
律
第
百
二
十
六
号
）

抄

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

（
附
則
第
四
十
五
条
関
係
）

改

正

案

現
行
の
改
め
規
定
（
郵
政
民
営
化
関
連
法
整
備
法
（
平
成

現

行

十
七
年
法
律
第
百
二
号
）
第
百
三
十
四
条
）
に
よ
る
改
正

後
の
条
文

第
二
十
九
条

国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
（
以
下
こ
の
章

第
二
十
九
条

国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
（
以
下
こ
の
章

第
二
十
九
条

国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
（
以
下
こ
の
章

に
お
い
て
「
国
共
済
法
」
と
い
う
。
）
の
規
定
は
、
国

に
お
い
て
「
国
共
済
法
」
と
い
う
。
）
の
規
定
は
、
国

に
お
い
て
「
国
共
済
法
」
と
い
う
。
）
の
規
定
は
、
国

共
済
法
第
二
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
職
員
（
国

共
済
法
第
二
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
職
員
（
国

共
済
法
第
二
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
職
員
（
国

共
済
法
第
百
二
十
四
条
の
三
、
第
百
二
十
五
条
及
び
第

共
済
法
第
百
二
十
四
条
の
三
、
第
百
二
十
五
条
、
第
百

共
済
法
第
百
二
十
四
条
の
三
、
第
百
二
十
五
条
及
び
第

百
二
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
職
員
と
み
な

二
十
六
条
第
二
項
及
び
附
則
第
二
十
条
の
三
第
四
項
（

百
二
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
職
員
と
み
な

さ
れ
る
者
並
び
に
国
共
済
法
附
則
第
二
十
条
の
三
第
四

国
共
済
法
附
則
第
二
十
条
の
七
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

さ
れ
る
者
を
含
む
。
）
の
う
ち
、
協
定
第
四
条
の
規
定

項
の
規
定
に
よ
り
当
該
職
員
と
み
な
さ
れ
る
同
条
第
一

国
共
済
法
附
則
第
二
十
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
郵

に
よ
り
合
衆
国
費
用
負
担
法
令
の
規
定
の
適
用
を
受
け

項
に
規
定
す
る
郵
政
会
社
等
役
職
員
（
国
共
済
法
附
則

政
会
社
等
役
職
員
と
み
な
さ
れ
る
者
を
含
む
。
）
の
規

る
者
に
は
、
適
用
し
な
い
。
た
だ
し
、
政
令
で
定
め
る

第
二
十
条
の
七
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
役
職
員
と

定
に
よ
り
当
該
職
員
と
み
な
さ
れ
る
者
を
含
む
。
）
の

者
に
対
す
る
国
共
済
法
の
短
期
給
付
に
関
す
る
規
定
の

み
な
さ
れ
る
者
を
含
む
。
）
を
含
む
。
）
の
う
ち
、
協

う
ち
、
協
定
第
四
条
の
規
定
に
よ
り
合
衆
国
費
用
負
担

適
用
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

定
第
四
条
の
規
定
に
よ
り
合
衆
国
費
用
負
担
法
令
の
規

法
令
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
者
に
は
、
適
用
し
な
い

定
の
適
用
を
受
け
る
者
に
は
、
適
用
し
な
い
。
た
だ
し

。
た
だ
し
、
政
令
で
定
め
る
者
に
対
す
る
国
共
済
法
の

、
政
令
で
定
め
る
者
に
対
す
る
国
共
済
法
の
短
期
給
付

短
期
給
付
に
関
す
る
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
こ
の

に
関
す
る
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な

限
り
で
な
い
。

い
。
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◎

社
会
保
障
に
関
す
る
日
本
国
と
大
韓
民
国
と
の
間
の
協
定
の
実
施
に
伴
う
厚
生
年
金
保
険
法
等
の
特
例
等
に
関
す
る
法
律

（
平
成
十
六
年
法
律
第
百
二
十
七
号
）

抄

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

（
附
則
第
四
十
五
条
関
係
）

改

正

案

現
行
の
改
め
規
定
（
郵
政
民
営
化
関
連
法
整
備
法
（
平
成

現

行

十
七
年
法
律
第
百
二
号
）
第
百
三
十
五
条
）
に
よ
る
改
正

後
の
条
文

（
長
期
給
付
に
関
す
る
規
定
の
適
用
範
囲
の
特
例
）

（
長
期
給
付
に
関
す
る
規
定
の
適
用
範
囲
の
特
例
）

（
長
期
給
付
に
関
す
る
規
定
の
適
用
範
囲
の
特
例
）

第
五
条

国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
の
長
期
給
付
に
関
す

第
五
条

国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
の
長
期
給
付
に
関
す

第
五
条

国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
の
長
期
給
付
に
関
す

る
規
定
は
、
同
法
第
二
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る

る
規
定
は
、
同
法
第
二
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る

る
規
定
は
、
同
法
第
二
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る

職
員
（
同
法
第
百
二
十
四
条
の
三
、
第
百
二
十
五
条
及

職
員
（
同
法
第
百
二
十
四
条
の
三
、
第
百
二
十
五
条
、

職
員
（
同
法
第
百
二
十
四
条
の
三
、
第
百
二
十
五
条
及

び
第
百
二
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
職
員
と

第
百
二
十
六
条
第
二
項
及
び
附
則
第
二
十
条
の
三
第
四

び
第
百
二
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
職
員
と

み
な
さ
れ
る
者
並
び
に
同
法
附
則
第
二
十
条
の
三
第
四

項
（
同
法
附
則
第
二
十
条
の
七
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

み
な
さ
れ
る
者
を
含
む
。
）
の
う
ち
、
協
定
適
用
調
整

項
の
規
定
に
よ
り
当
該
職
員
と
み
な
さ
れ
る
同
条
第
一

同
法
附
則
第
二
十
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
郵
政
会

規
定
に
よ
り
大
韓
民
国
年
金
法
令
の
規
定
の
適
用
を
受

項
に
規
定
す
る
郵
政
会
社
等
役
職
員
（
同
法
附
則
第
二

社
等
役
職
員
と
み
な
さ
れ
る
者
を
含
む
。
）
の
規
定
に

け
る
者
に
は
、
適
用
し
な
い
。

十
条
の
七
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
役
職
員
と
み
な

よ
り
当
該
職
員
と
み
な
さ
れ
る
者
を
含
む
。
）
の
う
ち

さ
れ
る
者
を
含
む
。
）
を
含
む
。
）
の
う
ち
、
協
定
適

、
協
定
適
用
調
整
規
定
に
よ
り
大
韓
民
国
年
金
法
令
の

用
調
整
規
定
に
よ
り
大
韓
民
国
年
金
法
令
の
規
定
の
適

規
定
の
適
用
を
受
け
る
者
に
は
、
適
用
し
な
い
。

用
を
受
け
る
者
に
は
、
適
用
し
な
い
。
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◎

社
会
保
障
に
関
す
る
日
本
国
政
府
と
フ
ラ
ン
ス
共
和
国
政
府
と
の
間
の
協
定
の
実
施
に
伴
う
厚
生
年
金
保
険
法
等
の
特
例
等
に
関
す
る
法
律

（
平
成
十
七
年
法
律
第
六
十
四
号
）

抄

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

（
附
則
第
四
十
五
条
関
係
）

改

正

案

現
行
の
改
め
規
定
（
郵
政
民
営
化
関
連
法
整
備
法
（
平
成

現

行

十
七
年
法
律
第
百
二
号
）
第
百
三
十
八
条
）
に
よ
る
改
正

後
の
条
文

第
二
十
九
条

国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
（
以
下
こ
の
章

第
二
十
九
条

国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
（
以
下
こ
の
章

第
二
十
九
条

国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
（
以
下
こ
の
章

に
お
い
て
「
国
共
済
法
」
と
い
う
。
）
の
規
定
は
、
国

に
お
い
て
「
国
共
済
法
」
と
い
う
。
）
の
規
定
は
、
国

に
お
い
て
「
国
共
済
法
」
と
い
う
。
）
の
規
定
は
、
国

共
済
法
第
二
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
職
員
（
国

共
済
法
第
二
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
職
員
（
国

共
済
法
第
二
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
職
員
（
国

共
済
法
第
百
二
十
四
条
の
三
、
第
百
二
十
五
条
及
び
第

共
済
法
第
百
二
十
四
条
の
三
、
第
百
二
十
五
条
、
第
百

共
済
法
第
百
二
十
四
条
の
三
、
第
百
二
十
五
条
及
び
第

百
二
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
職
員
と
み
な

二
十
六
条
第
二
項
及
び
附
則
第
二
十
条
の
三
第
四
項
（

百
二
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
職
員
と
み
な

さ
れ
る
者
並
び
に
国
共
済
法
附
則
第
二
十
条
の
三
第
四

国
共
済
法
附
則
第
二
十
条
の
七
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

さ
れ
る
者
を
含
む
。
）
の
う
ち
、
協
定
第
二
章
の
規
定

項
の
規
定
に
よ
り
当
該
職
員
と
み
な
さ
れ
る
同
条
第
一

国
共
済
法
附
則
第
二
十
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
郵

に
よ
り
フ
ラ
ン
ス
社
会
保
障
法
令
の
規
定
の
適
用
を
受

項
に
規
定
す
る
郵
政
会
社
等
役
職
員
（
国
共
済
法
附
則

政
会
社
等
役
職
員
と
み
な
さ
れ
る
者
を
含
む
。
）
の
規

け
る
者
に
は
、
適
用
し
な
い
。

第
二
十
条
の
七
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
役
職
員
と

定
に
よ
り
当
該
職
員
と
み
な
さ
れ
る
者
を
含
む
。
）
の

み
な
さ
れ
る
者
を
含
む
。
）
を
含
む
。
）
の
う
ち
、
協

う
ち
、
協
定
第
二
章
の
規
定
に
よ
り
フ
ラ
ン
ス
社
会
保

定
第
二
章
の
規
定
に
よ
り
フ
ラ
ン
ス
社
会
保
障
法
令
の

障
法
令
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
者
に
は
、
適
用
し
な

規
定
の
適
用
を
受
け
る
者
に
は
、
適
用
し
な
い
。

い
。
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◎

社
会
保
障
に
関
す
る
日
本
国
と
ベ
ル
ギ
ー
王
国
と
の
間
の
協
定
の
実
施
に
伴
う
厚
生
年
金
保
険
法
等
の
特
例
等
に
関
す
る
法
律

（
平
成
十
七
年
法
律
第
六
十
五
号
）

抄

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

（
附
則
第
四
十
五
条
関
係
）

改

正

案

現
行
の
改
め
規
定
（
郵
政
民
営
化
関
連
法
整
備
法
（
平
成

現

行

十
七
年
法
律
第
百
二
号
）
第
百
三
十
九
条
）
に
よ
る
改
正

後
の
条
文

第
二
十
八
条

国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
（
以
下
こ
の
章

第
二
十
八
条

国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
（
以
下
こ
の
章

第
二
十
八
条

国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
（
以
下
こ
の
章

に
お
い
て
「
国
共
済
法
」
と
い
う
。
）
の
規
定
は
、
国

に
お
い
て
「
国
共
済
法
」
と
い
う
。
）
の
規
定
は
、
国

に
お
い
て
「
国
共
済
法
」
と
い
う
。
）
の
規
定
は
、
国

共
済
法
第
二
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
職
員
（
国

共
済
法
第
二
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
職
員
（
国

共
済
法
第
二
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
職
員
（
国

共
済
法
第
百
二
十
四
条
の
三
、
第
百
二
十
五
条
及
び
第

共
済
法
第
百
二
十
四
条
の
三
、
第
百
二
十
五
条
、
第
百

共
済
法
第
百
二
十
四
条
の
三
、
第
百
二
十
五
条
及
び
第

百
二
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
職
員
と
み
な

二
十
六
条
第
二
項
及
び
附
則
第
二
十
条
の
三
第
四
項
（

百
二
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
職
員
と
み
な

さ
れ
る
者
並
び
に
国
共
済
法
附
則
第
二
十
条
の
三
第
四

国
共
済
法
附
則
第
二
十
条
の
七
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

さ
れ
る
者
を
含
む
。
）
の
う
ち
、
協
定
第
二
部
の
規
定

項
の
規
定
に
よ
り
当
該
職
員
と
み
な
さ
れ
る
同
条
第
一

国
共
済
法
附
則
第
二
十
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
郵

に
よ
り
ベ
ル
ギ
ー
社
会
保
障
法
令
の
規
定
の
適
用
を
受

項
に
規
定
す
る
郵
政
会
社
等
役
職
員
（
国
共
済
法
附
則

政
会
社
等
役
職
員
と
み
な
さ
れ
る
者
を
含
む
。
）
の
規

け
る
者
に
は
、
適
用
し
な
い
。

第
二
十
条
の
七
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
役
職
員
と

定
に
よ
り
当
該
職
員
と
み
な
さ
れ
る
者
を
含
む
。
）
の

み
な
さ
れ
る
者
を
含
む
。
）
を
含
む
。
）
の
う
ち
、
協

う
ち
、
協
定
第
二
部
の
規
定
に
よ
り
ベ
ル
ギ
ー
社
会
保

定
第
二
部
の
規
定
に
よ
り
ベ
ル
ギ
ー
社
会
保
障
法
令
の

障
法
令
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
者
に
は
、
適
用
し
な

規
定
の
適
用
を
受
け
る
者
に
は
、
適
用
し
な
い
。

い
。


